
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

平成１５年５月２６日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

電灯付仏壇

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　内部を照明するため天井部に電灯器具が組み込みまれた仏壇である。

○構造、仕様、意匠
　仏壇：木製、ウレタン塗装
　電灯：ダウンライト式（スイッチ付き）、
　定格：電圧１００Ｖ、消費電力１５Ｗ。

○ 主な使用者、販売先
一般家庭。

２　対象・非対象の解釈
　
　非対象として取り扱う。

（理由）
　日本商品標準分類上仏壇は「その他の生活・文化用品」とされていることから、
電気用品安全法上は「電灯付家具」には当たらず、非対象として取り扱う。

（参考図）


